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令和３年10月７日

資料１ 令和３年４月～６月の電話診療・オンライン診療の
実績の検証の結果

第17回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会



検証のまとめ
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• 時限的・特例的な取扱いについては、３ヶ月ごとに検証を行うこととしており、これまで４回の

検討会（第10回、第11回、第14回、第15回）において検証を行ってきた。

• 過去４回の検証では、以下の傾向が明らかとなっており、今回についても同様であった。

 電話診療やオンライン診療の患者は小児・勤労世代が多かったこと

 全体の傾向として、軽症と思われる患者を中心に、初診からの電話診療・オンライン診療

が行われていたこと

 一部において、物理的に大きく離れた地域に対して診療が行われていたこと

 一部において、時限的・特例的な取扱いで禁止されている麻薬・向精神薬の処方等が行わ

れていたこと

検証のまとめ

• 特例措置の要件を守らない診療が行われていたものについては、引き続き厳正に対処していく。

• 都道府県には改めて確実な指導の実施を依頼。その結果を踏まえ、追加的な情報収集を実施し、

指導後にも違反を繰り返す医療機関について、改めて厳重な指導を依頼。

対応方針
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１．医療機関の対応状況等について



時限的・特例的な取扱いに対応する医療機関の数
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電話や情報通信機器を用いた診療を実施できるとして登録した

医療機関数と全医療機関数の比較（令和３年６月末時点）

（医療機関数）

電話や情報通信機器を用
いた診療を実施できると
して登録した医療機関数

全医療機関数

※「全医療機関数」は、医療施設動態調査（令和３年６月末概数）における病院及び一般診療所の合計
※「電話や情報通信機器を用いた診療を実施できるとして登録した医療機関数」は、６月30日時点の都道府県報告の集
計による。
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電話や情報通信機器を用いた診療を実施できるとして登録した医療機関数及び

初診から実施できるとして登録した医療機関数の推移（令和３年４月～６月）

※５月末～令和３年４月末は、それぞれ、5月29日、７月１日、７月31日、９月３日、９月30日、10月29日、11月30日、12月25日、
１月29日、２月28日、3月31日、４月30日、５月31日、６月30日時点の都道府県報告の集計による。

※それぞれの割合の分母は、医療施設動態調査（各月末概数）における病院及び一般診療所の合計
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初診から実施したとして報告のあった医療機関数及び受診歴のない患者に初診

から実施したとして報告のあった医療機関数の推移（令和３年４月～６月）
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※それぞれの割合の分母は、医療施設動態調査（各月末概数）における病院及び一般診療所の合計
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電話や情報通信機器を用いた診療を実施できるとして登録した医療機関数と全

医療機関数の比較（都道府県別）（令和３年６月）
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電話や情報通信機器を用いた診療を実施できるとして登録した医療機関及び初診から実施で

きるとして登録した医療機関の都道府県別の数・人口10万対比（令和３年４月～６月）
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初診からの電話及びオンライン診療の件数の推移及び実施した医療機関当たりの実施件数

（令和３年４月～６月）
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研修の受講状況について
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オンライン診療研修の修了者数(累計)

（人）
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※本検討会において、不適切な事例等の是正については当該研修の受講が有効との意見があったことか

ら、令和２年８月26日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を

用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」において、「オンライン診療

及び４月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、可能な限り

速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和３年３月末までには受講すること」

とした。
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２．患者の背景等について
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5,930 1,979 2,821 3,649 2,325 1,453 1,202 713 

289 

57 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

電話診療

０～１０歳 １１～２０歳 ２１～３０歳 ３１～４０歳 ４１～５０歳

５１～６０歳 ６１～７０歳 ７１～８０歳 ８１～９０歳 ９１～１００歳

2,358 378 773 1,135 890 509 201 308 272 
51 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オンライン診療

０～１０歳 １１～２０歳 ２１～３０歳 ３１～４０歳 ４１～５０歳

５１～６０歳 ６１～７０歳 ７１～８０歳 ８１～９０歳 ９１～１００歳

年齢階層別の受診者の割合（令和３年４月～６月）



患者の背景等について
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年齢階層別の主な疾患（令和３年４月～６月）
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患者の背景等について
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過去の診療記録（基礎疾患の把握）の有無 年代別（令和３年４月～６月）
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過去の診療記録（基礎疾患の把握）があるもののうち、詳細な患者の

状況が分かったものの年代別の割合（令和３年４月～６月）
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患者の背景等について
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過去の診療記録（基礎疾患の把握）の有無 電話・オンライン別（令和３年４月～６月）
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３．特例措置における要件について
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• 患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師
は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的
に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処
方をして差し支えないこと。ただし、麻薬及び向精神薬の処方をしてはならないこと。

• 診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク（※）又
は健康診断の結果等（以下「診療録等」という。）により当該患者の基礎疾患の情報を把握・確認
した上で、診断や処方を行うこと。診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合
は、処方日数は７日間を上限とするとともに、麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医
薬品（いわゆる「ハイリスク薬」）として、診療報酬における薬剤管理指導料の「１」の対象とな
る薬剤（抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等）の処方をしてはならないこと。

• 医師が地域における医療機関の連携の下で実効あるフォローアップを可能とするため、対面による
診療が必要と判断される場合は、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関において速
やかに対面による診療に移行する又は、それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関
に速やかに紹介すること。

４月１０日付け事務連絡の記載

• 初診における麻薬及び向精神薬の処方の有無

• 基礎疾患の情報が把握できない場合の処方日数

• 基礎疾患の情報が把握できない場合のハイリスク薬の処方の有無

• 遠方の患者を診療した事例について

検証事項

注：薬剤管理指導料の「１」の対象となる薬剤は、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤（内服薬に限
る。）、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤（注射薬に限る。）、抗精神神経用剤、糖尿病用剤、肝臓ホルモン剤、抗HIV薬。
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特例措置の要件について
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特例措置の要件を守らない処方の件数の推移（３か月ごと）

• 特例措置の要件を守らない処方の件数については概ね減少傾向。
• 特例措置の要件を守らない処方の割合も微減傾向。
• 特例措置の要件を守らない処方では「基礎疾患の情報がない場合の８日以上の処方」の事例が最も多い。
• 要件を守らない処方を繰り返している医療機関については、改めて厳重な指導及び追加的な調査の報告を

都道府県に依頼している。
• 過去に違反事例のない医療機関による処方も一定数存在しており、引き続き指導が必要。

※令和３年３月までは麻薬の集計に低用量のリン酸コデインを含む

令和３年



特例措置の要件について
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県外の患者への初診電話・オンライン診療の件数（３か月ごと）
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４．「医師が医学的に可能と判断した範囲」
の適切性について



医師法第20条における無診察治療等の禁止について

22

• 第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出
産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付
してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書に
ついては、この限りでない。

• 第33条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

• 一 第６条第３項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

• 二・三 （略）

医師法（昭和23年法律第201号）（抄）

• 医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、

現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。

「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」

（平成９年12月24日付健政発第1075号厚生省健康政策局長通知）(抄)



「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について

23

• 患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師
は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的
に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処
方をして差し支えないこと。

４月１０日付け事務連絡の記載

• 実施された初診からのオンライン診療について以下の視点から整理し、「医師が医学的に可能で

あると判断した範囲」として医学的に適切であったかどうか、すなわち、「現代医学から見て、疾

病に対して一応の診断を下し得る程度のもの」といえるかどうか検証する。

 疾患・症状

 受診歴の有無

検証事項



「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について
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主な疾患・症候及び報告件数（令和３年４月～６月）

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

じんましん
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うつ

不眠

鼻閉

ざ瘡

片頭痛

逆流性食道炎

副鼻腔炎

高血圧症

結膜炎

便秘

鼻汁

扁桃炎

気管支喘息

胃炎

下痢

湿疹

喉頭炎

咽頭痛

感冒

咳

アレルギー性鼻炎

咽頭炎

気管支炎

発熱

上気道炎

(件)



「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について
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主な疾患・症候及び報告件数（令和３年４月～６月）
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咽頭痛
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咳

アレルギー性…

咽頭炎

気管支炎

発熱

上気道炎

電話診療
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鼻汁

扁桃炎
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下痢

湿疹

喉頭炎

咽頭痛

感冒

咳

アレルギー性鼻炎

咽頭炎

気管支炎

発熱

上気道炎

オンライン診療

(件)(件)

■基礎疾患を把握している患者数

■基礎疾患を把握していない患者数

■基礎疾患を把握している患者数

■基礎疾患を把握していない患者数



「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について
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主な疾患・症候の報告件数及び対面の受診を勧奨した件数（令和３年４月～６月）
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咳
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咽頭炎

気管支炎

発熱

上気道炎

(件)

■総数

■受診勧奨を行った件数



「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について
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主な疾患・症候に対して対面の受診を勧奨した電話・

オンライン診療別の件数（令和３年４月～６月）
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(件)

■総数

■電話診療で受診勧奨を行った件数

■オンライン診療で受診勧奨を行った件数



「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について
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重症な疾患によるものである可能性のある症状の報告件数（令和３年４月～６月）
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「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について

29

重症な疾患によるものである可能性のある症状の報告件数及びこれら

について対面の受診を勧奨した件数（令和３年４月～６月）
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(件)

■総数

■受診勧奨を行った件数



「医師が医学的に可能と判断した範囲」の適切性について
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重症な疾患によるものである可能性のある症状に対して対面の受診を勧奨した

件数の電話・オンライン診療別の件数（令和３年４月～６月）
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■総数

■電話診療で受診勧奨を行った件数

■オンライン診療で受診勧奨を行った件数
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５．医師の対応方針の適切性について



医師の対応方針の適切性について

32

• 当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、
診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介
するといった対応を行った場合は、受診勧奨に該当するものであり、こうした対応を行うことは医
師法（昭和23年法律第201号）第19条第１項に規定する応招義務に違反するものではないこと。

４月１０日付け事務連絡の記載

• 実施された初診からの電話診療及びオンライン診療において、疾患・症状ごとにどのような対処方

針がとられているか、以下の観点から分析するとともに、それら対処方針が医学的にみて適切であ

るかについて検証する。

 疾患・症候

 医師の指示内容

検証事項



医師の対応方針の適切性について
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医師の対応方針の適切性について
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■自宅待機(処方あり)

■自宅待機(処方なし)
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６．処方薬の適切性について



処方薬の適切性について

36

• 患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師
は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的
に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処
方をして差し支えないこと。

４月１０日付け事務連絡の記載

• 実施された初診からの電話診療及びオンライン診療について、どのような薬剤の処方があったかに

ついて以下の視点から整理し、必要な医療が適切に提供されているかどうか検証する。

 処方された医薬品の概況

 処方日数

検証事項



処方薬の適切性について

37

72 

76 

83 

84 

89 

91 

103 

107 

108 

114 

131 
143 

148 

150 

152 

159 

175 

182 

186 

215 

221 

232 

242 

244 

249 

260 

285 

303 
351 

429 

473 

1,120 

1,122 

1,476 

1,613 

2,537 

4,152 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

セチリジン

ファモチジン

タリオン

タケキャブ

プロペト

アラミスト

メプチン

キプレス

オロパタジン

アレジオン

モンテルカスト

ドンペリドン

リンデロン

ビオスリー

サワシリン

ロコイド

ツロブテロール

アレロック

オノン

フスコデ

クラビット

ロキソプロフェン

レバミピド

アレグラ

アンブロキソール

ザイザル

アストミン

レスプレン

ヒルドイド

トローチ

ナウゼリン

アセトアミノフェン

カルボシステイン

トランサミン

アスベリン

ムコダイン

カロナール

処方された主な医薬品（令和３年４月～６月）

(件)



処方薬の適切性について
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処方薬の適切性について
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処方された主な医薬品 電話・オンライン別（令和３年４月～６月）

■基礎疾患の把握あり

■基礎疾患の把握なし

■基礎疾患の把握あり

■基礎疾患の把握なし
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